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令和３年５月２５日 

 

市内障害者支援施設等管理者 様 

 

相模原市長 本村 賢太郎 

（公印省略） 

 

障害者支援施設等の従事者に対するＰＣＲ検査について（通知） 

 

日頃より本市の福祉行政にご理解、ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対策の徹底と福祉サービスの継続にご尽

力いただき、大変感謝申し上げます。 

さて、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するＱ＆Ａについて（そ

の４）」（令和３年３月８日新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）が発出され、感

染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域における高齢者施設及び障害者支

援施設等の従事者につきましては、「新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる

正当な理由のあるもの」に該当し、発熱等の症状の有無に関わらず、医師が必要と認める場合に

は、ＰＣＲ検査を行政検査として取り扱うことができることとなっております。 

このため、本市といたしましても、次のとおり取り扱うことといたしますので、検査を希望さ

れる従事者に対しまして、ご配慮くださいますようお願いいたします。 

 

１ 行政検査としてのＰＣＲ検査の対象者 

・障害者支援施設等の従事者 

（対象施設）①指定障害者支援施設 ②指定障害児入所施設 ③指定共同生活援助 

※診察を受け、医師がＰＣＲ検査の必要性を認める場合に限ります。 

※検査費用は公費負担となりますが、初診料等については自己負担となります。 

  ※医師が不要と判断し、検査を受けることはできない場合も初診料等の負担は発生します

ので、ご理解の上、受診してください。 

 

２ ＰＣＲ検査等が受けられる時期・回数 

時期：通知日より当面の間 

回数：１名につき２回／月を限度とします。 

     （ただし、保健所の指示や発熱等の症状がある場合を除きます。） 

 

３ ＰＣＲ検査の実施  

・施設等の協力医療機関又は配置医師等 

１に該当する対象者であって、ＰＣＲ検査等を希望する方については、施設等の協力医療

機関又は配置医師等（以下、協力医療機関等という。）による診察を受け、医師が検査を必

要と判断した場合には、症状の有無に関わらず行政検査によるＰＣＲ検査等を受けていただ

くことが可能です。 

ただし、市と委託契約を締結した行政検査契約医療機関等でないと行政検査によるＰＣＲ

検査等が実施できませんので、協力医療機関等が市と委託契約を締結していない場合や市外



の医療機関である場合は、福祉基盤課（０４２-７６９－９２２６）までご相談ください。 

 

４ 受診の手順 

（１） 受診する医療機関へ、対象施設の従事者であり、ＰＣＲ検査を希望する旨を伝え、予約を

した上で受診してください。 

（２） 原則、医療機関で受診してください（医師が施設に出向いた場合でも診療報酬上の往診料

は算定できません）。ただし、施設と医療機関の間で、出張等の契約を締結している場合

はこの限りではありません。 

（３） 受診の際、医療機関が対象施設の従事者であることを確認できるよう、別紙２「障害者支

援施設等従業者証明書」を施設が作成し、受診時に提示してください。施設が発行する身

分証等により、対象施設に勤務していることが確実に確認できる場合は、障害者支援施設

等従業者証明書の代わりとして提示していただいて構いません。 

 

５ 市への報告   

   検査を受けた従事者について 1 か月分をとりまとめ、別紙 1「PCR 検査受検者数報告書

（ 月分）」により、翌月５営業日までに福祉基盤課へＦＡＸにて報告してください。 

 宛先 【Ｆ Ａ Ｘ】 ０４２－７５９－４３９５ 

 

６ 留意点 

（１）医師の診察を受けて実施する保険診療となりますので、受診の際には健康保険証を持参し

てください。 

（２）従事者個人の希望に基づき受診するものであり、施設において一律に検査を強制すること

がないようご注意ください。 

 

以 上 

 

 

健康福祉局 地域包括ケア推進部 

福祉基盤課 指定・指導班    

電話042-769-9226    


